
議   第   ９９   号   

平成３１年 ２ 月１８日提出   

 

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に基 

づき休日となる日の取扱いを定める条例の制定について 

 

 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に基づき休日と

なる日の取扱いを定める条例を次のように制定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律に基づき休

日となる日の取扱いを定める条例 

 

 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律（平成３０年法

律第９９号）本則及び附則第２条第１項の規定により休日となる日は、本市の条例（こ

れに基づく規則等を含む。）の適用については、国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日とする。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律本則及び附則

第２条第１項の規定により休日となる日の公の施設の使用に係る申請であって同法

の施行の日前にされたものに係る使用料（休日に係る使用料（以下「休日使用料」

という。）の額が特に定められているものに限る。）の額については、この条例の規

定にかかわらず、休日使用料以外の使用料の額とする。 

 

 （提出理由） 

  天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律（平成３０年

法律第９９号）に基づき休日となる日について、本市の条例等における取扱いを明
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確化するため、この条例を制定する必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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